
8 款 1 項 1目 第 1章 思いやりと希望にみちたまちづくり 

【会計】国民健康保険特別会計 基本施策 2 市民の健康づくりの推進 

8 款：保健事業費 1 項：特定健康診査等事業費 1 目：特定健康診査等事業費 施策 2 生活習慣病の予防を推進します 

事業 1 特定健診事業 

担当所属 健康保険課 

【予算額・決算額】（円） 

予算額 決算額 
（財源内訳） 

一般財源 国支出金 県支出金 地方債 その他特財 

89,005,000 85,336,116 45,348,116 19,994,000 19,994,000 0 0 

【決算額の節別内訳】（円） 

07 賃金 2,725,278 11 需用費 2,592,643 

12 役務費 2,966,261 13 委託料 77,051,934 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

40歳から 74歳までの国民健康保険被保険者を対象として、年に 1回、メタボリックシ
ンドロ－ム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査を実施し、生活習慣病を早期に発見
し、重症化の予防を図ります。 
なお、特定健康診査の結果に応じて本人に適した特定保健指導を実施します。 

事業の目的 
生活習慣病の前段であるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を実施する

ことにより、生活習慣病の早期発見し、国民健康保険加入者の健康の維持・向上を図る

ことを目的とします。 

事業の効果 
高齢化の急速な進展に伴い、生活習慣病は国民医療費の約 4割、死亡数割合では約 6割
を占めています。特定健康診査の実施により、生活習慣病を早期に発見し、重症化の予

防を図るとともに、中長期的な医療費の適正化を図ります。 
 

【事業の概要】 
・特定健診を実施しました。（実施期間：6月 1日～12月 10日） 
・集団健診を実施しました。（実施期間：57日間） 
・44医療機関において、個別健診を実施しました。  

 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平成 28年度 平成 27年度 平成 26年度 
対象者数 37,068人 34,025人 34,688人 
受診者数 11,624人 11,304人 11,204人 

特定健診受診率 31.4％ 33.2％ 32.3％ 
※平成 26・27年度は、法定報告値。平成 28年度は、平成 29年 6月現在の暫定数。 
 


